
平成２４年三条市議会第６回定例会追加提出議案概要 

 

 

議第 17 号 三条市議会政務調査費の交付に関する条例等の一部改正について 

    地方自治法の一部改正により、政務調査費の名称及び交付目的が改められ、その充

てることができる経費の範囲を条例で定めることとなることから、関係条例について

必要な改正を行うもの。 

 

【一部改正する条例】 

      １ 三条市議会政務調査費の交付に関する条例 

      ２ 三条市特別職報酬等審議会条例 

 

施行期日   地方自治法の一部を改正する法律附則第１条ただし書の政令で定め

る日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日 

 


